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令和７年度 世田谷区一般任期付職員（児童心理司（係長級））採用選考案内 

 

令和７年１１月  

世 田 谷 区  

 

 

 

 

１ 任用期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

※採用日から５年を限度に更新することができます。 

 

２ 採用予定数、主な職務内容等 

職務の級 職種 
採用 

予定数 
勤務場所 職務内容 

係長級 心理 １名 児童相談所 

児童相談所において、以下の業務を行う。 

・児童心理司部門の総括 

・児童心理司が行う心理判定業務、心理

療法、カウンセリング、指導助言など

に対する専門的知見からの技術的助言 

 

３ 求められる知識、経験及び能力 

児童相談行政への理解が深く、柔軟な発想と、次に掲げる専門的な知見からの制度設計

や事務等を主体的に行い、区職員に対し技術的助言及び指導が可能であること。 

（１）心理判定業務、心理療法、カウンセリング、指導助言などについての専門的な知見を

有すること。 

（２） 児童の観察、検査、心理判定業務の実務に精通していること。 

 

４ 受験資格 

年齢、国籍（※１）を問わず、以下の（１）～（５）の条件を全て満たしていること 

（１）地方公務員法において選考を受験できないとされる者に該当しない者 

（２）学校教育法に基づく大学において、心理学を専修する学科もしくはこれに相当する課

程（教育学部や社会学部の心理学専攻など）を修めて卒業した者 

（３）民間企業・地方自治体等における業務従事歴を１０年以上有する者 

（４）次のいずれかの実務経験を５年以上有する者（これに準ずると認められる実務経験を

有する者を含む） 

①児童相談所、家庭児童相談室、保健センター等の公的施設又は児童養護施設での相談

及び心理判定業務 

②病院での相談及び心理判定業務 

（５）現に世田谷区の常勤職員でない者 （任期付職員、教育公務員、臨時的任用職員は除く）

「任期付職員」とは、採用時に任期を定めて採用される常勤職員のことです。 

 給与、勤務時間等は他の常勤職員と同様の扱いとなります。 
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※１ 日本国籍以外の場合は、「出入国管理及び難民認定法別表第２（永住者、日本人 

の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者）に掲げる在留資格を有する人及び日本

国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例

法に定める特別永住者」であることが条件となります。 

  ※２ 週２０時間以上従事した経験を対象とします。 

 

５ 選考内容 

（１）第１次選考 

選考方法 書類選考 

合格発表 
令和 7 年１２月上旬（予定） 

※合否に関わらず、第１次選考受験者全員にお知らせします。 

 

（２）第２次選考 

選考日 
令和７年１２月下旬（予定） 

※第１次選考合格者に対して詳細をお知らせします。 

選考会場 世田谷区役所    

選考方法 口述試験 

合格発表 令和８年１月下旬（予定） 

 

６ 申込方法 

原則、インターネットから申し込んでください。 

求人サイト（https://public-connect.jp/job/9435）から手続きしてください。 

申込期間 
令和７年１１月４日（火曜日）～令和７年１１月２８日（金曜日）（午後

5 時まで受信有効） 

応募書類 職務経歴書 

 

７ 給 与 

給与は、世田谷区の職員の給与に関する条例及び世田谷区の一般職の任期付職員の採用 

及び給与の特例に関する条例に基づき決定します。 

【例示】 ４０歳の場合（民間企業等の経験１８年） 

 給料月額 約３５万円 （年収 約７６０万円）  

※ 年収には地域手当、期末・勤勉手当を含み、税及び社会保険料を控除する前の金額 

です。また、条例等の定めるところにより、扶養手当、住居手当、通勤手当等が支給

されます。 

※ 昇給は、原則として年１回行われます。 

※ 採用時までに給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

※ 上記はあくまでも参考例であり、給与の最低額を保証するものではありません。 

 

https://public-connect.jp/job/9435
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８ 勤務条件等 

（１）勤 務 日 原則として月曜日から金曜日まで（４週８休制） 

（２）勤務時間 原則として午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）主な勤務場所 児童相談所 

※勤務場所は、原則敷地内禁煙です。 

（４）休 暇 等 １年間に２０日の年次有給休暇（５月以降の採用の場合、初年度は日数が 

異なります）、その他慶弔休暇、夏季休暇、妊娠出産休暇、育児休業等 

 

９ 参 考 

【地方公務員法第１６条（欠格条項）】 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は

競争試験若しくは選考を受けることができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定す

る罪を犯し、刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません

（心神耗弱を原因とするもの以外）。 

 
       現在、区役所は新庁舎への建て替え工事中ですが、集合場所である

東棟は下記地図のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

備考 
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【個人情報の取扱いについて】 

個人情報については、世田谷区個人情報保護条例に基づき適切に管理しています。提出された

「採用選考申込書」やそれに基づき作成した資料等は厳重に管理するとともに、採用選考以外の

目的では使用しません。また、規定の保存年限経過後に適切に廃棄します。 

 

【申込み・問い合わせ先】 

世田谷区総務部人事課人事係（区役所第 1庁舎 5階） 

所 在 地：〒１５４－８５０４ 東京都世田谷区世田谷４－２１－２７ 

交 通：東急世田谷線 松陰神社前駅・世田谷駅（徒歩５分） 

電    話：０３（５４３２）２１０１（直通） 

Ｆ   Ａ   Ｘ：０３（５４３２）３００９ 

ホームページ：https://www.city.setagaya.lg.jp/index.html 

 


